
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の

支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

２８年
法
律
第
７３号

）
に
規
定

す
る
事
務

第
９
条
第
１
項

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
係
る
裁

定
の
申
請
の
受
理

第
１０条

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
に
対
す
る
必
要
な
援
助
の
実
施

第
１１条

第
１
項

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
の
裁
定

第
１２条

第
２
項

国
家
公
安
委
員
会
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
の

受
理

第
１３条

第
１
項

裁
定
を
行
う
た
め
の
調
査

第
１３条

第
２
項

裁
定
を
行
う
た
め
の
協
力
の
要
求

第
１３条

第
３
項

裁
定
の
申
請
の
却
下

第
２１条

に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
す
る
地
方

自
治
法
第
２４５条

の
４

第
１
項

国
家
公
安
委
員
会
か
ら
の
国
外
犯
罪
被
害
弔

慰
金
等
の
支
給
等
の
事
務
に
つ
い
て
の
技
術

的
な
助
言
若
し
く
は
勧
告
又
は
資
料
の
提
出

の
要
求
に
対
す
る
措
置

第
２１条

に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
す
る
地
方

自
治
法
第
２４５条

の
４

第
３
項

国
家
公
安
委
員
会
に
対
す
る
技
術
的
な
助
言

若
し
く
は
勧
告
又
は
情
報
の
提
供
の
要
求

第
２１条

に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
す
る
地
方

自
治
法
第
２４５条

の
７

第
１
項

国
家
公
安
委
員
会
か
ら
の
国
外
犯
罪
被
害
弔

慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
法

定
受
託
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
の
違
反
の
是

正
又
は
改
善
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
示

に
対
す
る
措
置

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の

支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
平
成
２８年

国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
２３号

）
に
規
定

す
る
事
務

第
１０条

第
１
項
及
び
第

２
項

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る

処
分
の
通
知
等

第
１２条

第
２
項

添
付
書
類
の
省
略
の
承
認

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
公
安
委
員
会
規
則

目

次

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
２８年

１１月
３０日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

髙
橋

治
人

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１１号

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条
大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
７
条
の
２
中
第
１０号

を
第
１１号

と
し
、
第
９
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑽
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２８年

法
律
第
７３号

）
第
３
条
に
規
定
す
る

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
３１条

の
６
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑸
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
３
条
に
規
定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に

関
す
る
こ
と
。

（
大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２
条
大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
（
平
成
１３年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
１２６７号

等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス

ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
２６年

法
律
第
１２４号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
２８年

１１月
３０日

か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年

（ 水 曜 日 ）

号

外

一
三
三

十
一
月
三
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

一


